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（単位：千円）【３ 費用の予定額 】

【事業費の推移】
25年度以降の予定額

毎年度（参考値）
24年度予定額23年度予定額

※ 市が行う事務事業の具体的な実施内容（補助等の場合は、団体の活動内容）

平成23年度

平成25年度
以　　　降

　利用者の要請により看護師の派遣を行う。

平成24年度

目
　
　
的

手
　
　
段

重症心身障がい児（者）
対　　象

(誰､又は何を)

同上

同上

意　　図

 ※ 何をねらっているのか。対象をどのような状態にしたいのか。

　日常的に医療的ケアを必要とする重症心身障がい児（者）について、地域で生活するため
に必要な社会参加への参加を確保するため、病院、診療所、訪問看護ステーションなどの看
護師をデイサービス事業所等の活動場所へ派遣することにより、心身障がい児（者）の福祉
の増進を図る。

別紙 ５

支えあい健やかに暮らせるまち

　日常的に医療的ケアを必要とする重症心身障がい児（者）について、デイサービス事業所等の活動場所においての
吸引、水分補給、胃ろう管理、気管カニューレ管理、てんかん発作の対応、経管栄養、導尿、注射等の医療的ケアを
行う。

作成日 平成22年9月10日部長職名

平成２２年度 事務事業評価調書（新規用）

作成部署

【２ 計　画 】

北広島市

上位施策との関連
（総合計画体系）

章）

節）

地域生活支援の充実施策）

障がい福祉の充実

【１ 事務事業の概要 】 

事務事業開始年度

木下　隆司

北広島市障がい者医療的ケア支援事業実施要綱(制定予定）
〃  終了予定年度

Ｈ２３
根拠法令等

内線８１２

■自治事務　　□法定受託事務 三熊　秀範

整理番号

課長職名事務区分

障がい者医療的ケア支援事業 保健福祉部福祉課106 事務事業名



単位

① 人

② 延回

③

④

①

②

③

評点

□ ■

□

□

■

■

□

□

緊
急
性

・すぐに実施する必要があるか
　（緊急度合）
・熟度は高まっているか

３

北海道で定める医療的ケア支援事業実施要綱に基づ
く受益者負担とする予定である。

効
率
性

・投入した予算や人員に見合った効果が得られてい
　るか　（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか
　（同じ経費でもっと効率的な方法はないか）

重症心身障がい児（者）にとって必要不可欠なサー
ビスであり、訪問看護ステーション等に委託するも
のとする。

３

有
効
性

現在制約されている重症心身障がい児（者）の地域
生活における社会参加等が充実するとともに、保護
者等の負担軽減が図られるものである。

　実施する
　本来国や道が実施すべき事業と考えるが、障害者の置かれた状況を考えると自治体とし
て実施すべきである。

　再検討（見送り）

　実施しない

３

民間等での実施または市民等との協働が可能であり、検討していく。

民間等で実施または協働して取り組んでいく。

【６ 総合判定と説明 】

総　合　判　定 説　　　　　明　（内部評価委員会の意見）

【事業担当部局による説明】
　現在は、本制度がないため、重症心身障がい児（者）の日常生活における社会参加が制
約されている状況にあり、重症心身障がい児（者）の充実した地域生活を保障するために
は必要不可欠なサービスであると考える。

【民間活力の活用性評価】
（事業担当部局が評価）

公
平
性

民間等での実施または市民等との協働の可能性はほとんどなく、市で実施していく。

回

20

評点区分

 【法律で実施が義務付けられている事務事業か】 法律の義務付けあり 法律の義務付けなし

重症心身障がい児（者）の保護者等から実施要請が
強く求められているものである。

　　　３　適　切　　　　　　　　２　改善の余地がある　　　　　　　　１　不適切

チ ェ ッ ク 項 目 選択理由、説明等

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏っ
て
　いないか

・成果指標値から見て､目標の達成度はどの程度か
　（達成度合）
・目的を達成するための手段(実施方法)は有効か
　（手段有効度合）

一人当たり利用回数 144

【指標の定義（算式等）】

３

妥
当
性

・市民や社会の要求に合致しているか
・上位施策を達成するために必要な事務事業か
　（目的妥当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か
　（公共性・公益性の度合）

延回/利用人数
成 果

指 標

【５ 評　価 】

３
重症心身障がい児（者）が地域社会で社会参加や日
常生活を行うためには必要不可欠な事業である。

利用予定人数

利用回数 720

5

総事業費/延回

一回当たり事業費

144

20

144

20
千円

【事務事業を評価する指標（ものさし）】

活 動
指 標

720

5

基 本
指 標

720

5

最終目標

指　　　　　標　　　　　値

25年度目標23年度目標 24年度目標指　　　標　　　名

106整理番号
【４ 指　標 】


